
行 財 政 改 革 推 進
特 別 委 員 会 の 報 告
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特 別 委 員 会 の 報 告
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平
成
十
八
年
度
の
徴
収

実
績
、
滞
納
整
理
状
況
な

ど
の
総
括
に
つ
い
て
報
告

を
う
け
、
協
議
を
行
っ
た
。

担
当
は
、「
あ
る
程
度
効

果
は
で
て
き
た
と
思
う

が
、
こ
れ
を
緩
め
な
い
よ

う
に
や
っ
て
い
き
た
い
」

と
答
弁
。
高
齢
者
等
へ
の

対
応
に
つ
い
て
は
、「
今

後
は
連
帯
保
証
人
に
も
請

求
し
て
い
く
」
と
の
答
弁
。

ま
た
、
司
法
書
士
へ
の

依
頼
事
務
に
つ
い
て
の
説

明
を
受
け
た
。

滞
納
整
理
の
進
捗
状
況
、

平
成
十
八
年
度
の
徴
収
実

績
等
の
説
明
を
う
け
協
議

を
行
っ
た
。「
明
け
渡
し

請
求
に
関
し
、
原
課
と
収

納
管
理
課
の
関
わ
り
に
つ

い
て
」
の
質
問
で
は
、

「
事
務
を
統
一
す
る
方
向

で
」
と
の
答
弁
。

ま
た
、
市
営
住
宅
の
管

理
業
務
に
つ
い
て
、
財
政

課
だ
け
で
な
く
、
各
支
所

で
も
一
部
業
務
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
質
問
が
あ

り
、「
あ
く
ま
で
も
、
財

政
課
と
収
納
管
理
課
が
対

応
す
べ
き
」
と
の
意
見
に

対
し
、「
事
務
の
調
整
を

検
討
す
る
」
と
の
答
弁
が

あ
っ
た
。

滞
納
処
分
に
つ
い
て
旧

町
村
ご
と
に
違
い
が
あ
っ

た
が
、
合
併
後
は
、
分
納

誓
約
を
と
っ
て
い
る
と
の

説
明
。
ま
た
高
額
滞
納
者

へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
協

議
を
行
っ
た
。

国
保
の
資
格
者
証
の
現

況
に
つ
い
て
の
質
問
に

「
資
格
者
証
が
減
っ
て
短

期
被
保
険
者
証
が
増
え
て

い
る
。
全
体
的
に
国
保
へ

の
加
入
者
も
増
え
て
い

る
」
と
答
弁
。
担
当
課
と

連
携
し
、
個
々
に
応
じ
て

対
応
し
て
い
る
と
の
説
明

を
受
け
た
。

各
施
策
の
状
況
は
、
固

定
資
産
税
、
保
育
料
は
五

年
間
の
移
行
期
間
を
経
て
、

十
八
年
度
か
ら
正
規
の
額

と
な
り
、
奨
学
資
金
は
十

六
年
度
以
降
、
全
町
・
全

市
を
対
象
と
し
た
高
等
学

校
等
奨
学
金
に
移
行
さ
れ

て
い
る
と
の
説
明
を
受
け

た
。
本
市
内
の
各
種
施
設

の
一
元
管
理
を
求
め
る
意

見
が
あ
り
、
今
後
の
検
討

課
題
と
さ
れ
た
。
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6月定例会において、議会閉会中の4月16日と5月24日に
行われた行財政改革推進特別委員会の審査並びに協議の結
果が、委員長より報告された。委員長報告の中から抜粋し
掲載する。

合
併
後
一
年
を
経
過

し
て
収
納
管
理
課
と
原

課
と
の
関
係
の
総
括
、

ま
た
収
納
管
理
課
を
立

ち
上
げ
た
あ
と
の
関
係
、

課
題
等
の
協
議
を
行
っ

た
。

「
収
納
管
理
課
を
立
ち

上
げ
て
、
時
効
の
中
断
、

債
権
者
の
デ
ー
タ
が
整

理
で
き
た
。
今
後
一
層

の
努
力
を
し
て
い
く
」

「
本
市
の
姿
勢
が
市
民
に

も
段
々
と
理
解
さ
れ
て

き
た
。
滞
納
額
も
少
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
」

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。


